
     津市新船舶建造に係る船舶仕様等検討業務委託仕様書 

 

 受注者は津なぎさまちと中部国際空港を高速船で結ぶ本市の海上アクセス運

航事業（以下「海上アクセス運航事業」という 。） における津市新船舶建造に

係る船舶仕様等検討業務（以下「本業務」という 。） について、契約書及び本

仕様書のとおり履行するものとする。 

 

１ 業務委託名 

 津市新船舶建造事業に係る船舶仕様等検討業務委託 

 

２ 業務の目的 

 海上アクセス運航事業における新船舶の建造に当たって、本市が別途履行

中の津市新船舶建造に係る基礎調査業務（以下「基礎調査業務」という 。）

による運航実績等の分析及び今後の需要予測等の検討を踏まえ、発注者が建

造する船舶（以下「新船舶」という 。） の規模、船質、船型、航海速力等、

新船舶の仕様等を比較・検討するものとし、また本市が設置する津市船舶建

造検討委員会（以下「委員会」という 。） で使用する資料作成等に協力する

ものとする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和８年１１月３０日まで 

 

４ 提出書類 

 ⑴ 契約締結時 

  ア 業務着手届 

イ 業務実施計画書（事前に発注者の承認を受けること） 

ウ 工程表（事前に発注者の承認を受けること） 

エ 業務担当責任者選任届 

 ⑵ 随時（委員会開催時等） 

  ア 新船舶仕様等の検討に必要な資料 

  イ その他、発注者及び受注者が協議し、必要と認める資料 

 ⑶ 業務完了時 

   業務完了報告書（事前に発注者の承認を受けること） 



５ 業務担当責任者の選任 

  受注者は契約の履行に際し、業務担当責任者を定め、発注者に通知するも

のとする。 

 

６ 業務内容 

⑴ 新船舶の仕様の比較検討 

  発注者が契約締結後に提供する資料、基礎調査業務による資料、津航路

の気象、海象等を考慮し、以下の検討項目について仕様の比較・検討する

こと。 

検討項目 検討内容 

規模 

（総トン数等） 

需要予測、津航路の気象・海象等を踏まえた船体の規

模（総トン数、寸法等）の検討 

船型 高速性、安定性等を踏まえた検討【双胴船、単胴船

等】 

船質 高速性、安定性、耐久性、耐腐食性等を踏まえた検討

【アルミニウム合金、ＦＲＰ等】 

エンジン 出力（航行速力 ）、 メンテナンスのしやすさ（頻度・

費用・部品供給 ）、 耐用年数等を踏まえた検討【海外

製エンジン、国産エンジン等】 

燃料 燃料費高騰や環境への配慮等を踏まえた燃料の検討

【軽油、電気、ハイブリッド等】 

機能 バリアフリー対応、多言語対応、フリーＷｉ - Ｆｉ、

ＵＳＢポート等 

 

⑵ 運航体制等の検討 

  運航体制、運航ダイヤ、運賃及び上記⑴で比較する新船舶の新船舶の建

造に係る費用などについて検討すること。 

⑶ 事業採算性の検証 

  基礎調査業務で行う需要予測、燃料費高騰の変遷及び上記⑵を踏まえた

事業採算性を検証すること。 



⑷ 造船所の調査 

  上記⑴で比較する新船舶の建造が可能な造船所、その空き状況等の市場

調査を行うこと。 

⑸ 新船舶建造後の体制（在り方）の検討 

  新船舶の建造後において、既存船カトレアの後継となる船舶の建造等を

見据えた体制（在り方）を検討すること。 

⑹ 委員会の資料作成支援 

  委員会への出席は必須ではないが、委員会の開催に際し、発注者の求め

に応じて会議資料の作成支援を行うこと。なお、公告時点で委員会の開催

は、６月から１１月に最大６回程度開催する可能性があることに留意する

こと。 

 

７ 中間報告 

  海上アクセス運航事業における新船舶建造の検討は、本業務、基礎調査業

務及び委員会での協議と連動して進めることから、発注者と協議した上で、

９月頃を目途に比較・検討の状況について、以下のとおり中間報告を行うこ

と。 

⑴ 中間報告書 ２０部（カラーＡ４版） 

  ⑵ 電子データ １枚（ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ） 

  ⑶ その他発注者が必要と認める資料 

 

８ 打合せ協議 

  打合せ協議は、業務着手時、中間報告時 1 回、納品時を原則とする。打合

せ場所は原則、津市本庁舎内で実施するが、必要に応じてＷＥＢ会議による

開催も可能とする。受注者は本業務の適正な遂行を図るため、また、手戻り

の生じないように発注者と緊密な連絡を保つこととする。打合せ後は、受注

者が議事録を作成し、発注者の了承を得るものとする。 

  

９ 発注者の提供資料 

 ⑴ 平成１８年２月から令和８年３月までの運航実績（年度別・月別・曜日

（平日・土日・祝日）別、時間別の利用者数、便数、運航ダイヤ等） 

 ⑵ 基礎調査業務における調査資料 

 ⑶ その他受注者からの申し出により、発注者が承認した資料 



 

10 成果品の提出 

  本業務の成果品は報告書として次のとおり取りまとめること。 

⑴ 報告書 ２０部（カラーＡ４版） 

 ⑵ 電子データ １枚（ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ） 

 ⑶ その他発注者が必要と認める資料 

 

11 その他 

⑴ 仕様書に示されていない事項であっても、作業上当然必要と認められる

軽微な事項については、受注者の負担で対応するものとする。 

⑵ 本業務で知り得た情報、資料等については、本業務の履行以外に使用し

てはならないものとし、一切外部に漏らしてはならない。本業務完了後も

同様とする。 

⑶ 業務履行に際して、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、

双方協議の上決定し、受注者は誠実に履行するものとする。 

⑷ 受注者は、業務担当責任者（業務に従事する者で、当該業務に関し、主

として指揮・監督を行う者）を定め、書面により発注者に届け出なければ

ならない。業務担当責任者を変更した場合も同様とする。 

⑸ 受注者は、委託業務が完了したとき（委託業務を中止し、又は廃止した

ときを含む 。） は、遅滞なく委託業務実績報告書又はこれに代わるものを

発注者に提出しなければならない。 


